
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年第２回大台町議会定例会 
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令和３年６月 



 

 

報告第３号 令和２年度大台町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

【理由】 

 令和２年度中に議決された繰越明許費の繰越額やその財源内訳等の確定の報告

を行うため。 

 

【内容】 

                                  単位：千円 

事 業 名 総事業費 繰越額 

高濃度ＰＣＢ廃棄物処分事業 ５，５０５ ５，５０５ 

戸籍・住民基本台帳ネットワークシステム改

修事業 
８，４８１ ８，４３７ 

宮川福祉施設組合施設整備事業（宮川福祉施

設組合負担金） 
８１，１０１ １６，５５５ 

ワクチン接種記録システム構築事業 １，０００ １，０００ 

報徳診療所備品整備事業 ５，２５６ ２９７ 

県営治山付帯施設整備事業（下楠地内） １，５００ ８６０ 

観光おもてなし事業 ８，６１６ ２，４９８ 

未登記町道登記事業 ７，６００ ２，２３８ 

町道浦谷線道路改良事業（小切畑地内） ３９，５２０ ２３，６３９ 

      合  計 １５８，５７９ ６１，０２９ 
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議案第３６号～４０号 大台町町道路線の認定について 

 

【理由】 

 道路利用者の利便性の向上を図ることを目的に、下記の路線を町道として認定

したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づ

き、議会の議決を求めるもの。 

 

【内容】 

 

認定する路線 

議案番号 路線名 起点 終点 
重要な

経過地 

議案第３６号 
町道 

天ケ瀬堂ノ前線 

天ケ瀬字堂ノ前 

１８８番地先 

天ケ瀬字堂ノ前 

１８５番地先 
 

議案第３７号 
町道 

浦切線 

小切畑字浦切 

１９３番地先 

小切畑字浦切 

１７６番地先 
 

議案第３８号 
町道 

上菅中切線 

上菅字中切 

１３０番地先 

上菅字中切 

１２９番地先 
 

議案第３９号 
町道 

清滝線 

清滝字澤道 

４８５番地先 

清滝字小清水 

８７６番地先 
 

議案第４０号 
町道 

大道ノ下２号線 

弥起井字大道ノ

下４５０番地先 

弥起井字大道ノ

下４５５番地先 
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議案第４１号 大台町町道路線の変更について 

 

【理由】 

 下記の路線において、道路台帳図面と現況道路の起点部が一致せず、起点部の

位置を変更したいため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の

規定に基づき、議会の議決を求めるもの。 

 

【内容】 

 

変更する路線 

新旧の別 路線名 起点 終点 
重要な 

経過地 

新 
町道 

マキノ上道下線 

弥起井字辻花 

４３７番地先 

弥起井字大道ノ下 

４２９番４地先 
 

旧 
町道 

マキノ上道下線 

弥起井字マキノ上 

４３７番２地先 

弥起井字大道ノ下 

４２９番４地先 
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議案第４２号 消防備品（消火栓用ホース他）売買契約の締結について 

 

【契約の概要】 

 事 業 名：消防備品（消火栓用ホース他） 

 入 札 日：令和３年５月２７日（指名競争入札） 

 契 約 額：４，１６９，０００円 

 相 手 方：株式会社 ナツカ 

 納入期限：令和３年９月３０日 

 

【内容】 

 佐原地区の消火栓ホース等を交換する。 

 平成２７年度から１０年間の計画で町内全域全てを交換する計画で事業開始か

ら７年目。 

 

【理由】 

 大台町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定では、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、「議会の議決に付

さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格７００万円以上の不動産若

しくは動産の買入れ若しくは売払い」と規定されていることにより、議会の議決

を求めるもの。 
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議案第４３号 町営バス売買契約の締結について 

 

【契約の概要】 

 事 業 名：町営バス３号車 

 入 札 日：令和３年５月２７日（指名競争入札） 

 契 約 額：１４，６７４，０００円 

 相 手 方：三菱ふそうトラック・バス株式会社 東海ふそう津支店 

 納入期限：令和３年１２月２４日 

 

【内容】 

 現在の町営バス利用者数を勘案し、座席１３席、立席を入れて２９人乗りとす

るほか、新型コロナウイルス感染症防止対策としてプラズマクラスターイオン発

生機の設置や抗菌・抗ウイルス加工を施した車両を購入するもの。 

 

【理由】 

 大台町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定では、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、「議会の議決に付

さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格７００万円以上の不動産若

しくは動産の買入れ若しくは売払い」と規定されていることにより、議会の議決

を求めるもの。 
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議案第４４号 大台町立宮川中学校屋内運動場吊り天井改修工事請負契約の締

結について 

 

【契約の概要】 

 工 事 名：大台町立宮川中学校屋内運動場吊り天井改修工事 

 入 札 日：令和３年５月２７日（一般競争入札） 

 契 約 額：５１，４５８，０００円 

 相 手 方：株式会社 岡田建設 

 工事期限：令和３年１０月３１日 

 

【内容】 

 茂原地区の宮川中学校屋内運動場の吊り天井の撤去とそれに伴う電気設備を改

修する工事。 

 

【理由】 

 大台町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定では、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、「議会の議決に付

さなければならない契約は、予定価格５，０００万円以上の工事又は製造の請

負」と規定されていることにより、議会の議決を求めるもの。 

 

 

 

議案第４５号 栗谷辺地に係る総合整備計画の策定について 

 

【理由】 

 本整備計画については、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるもの

で、この計画に基づいて実施する公共的施設の整備については、同法の適用を受

け、特定財源等を除く事業費の地方負担額に対して、辺地対策事業債の借り入れ

が同意され、元利償還額の８０％が地方交付税の基準財政需要額に算入される。 

 

【内容】 

 令和３年度から令和４年度に実施する林道大西谷線舗装工事１，４００万円の

財源に、全額辺地対策事業債を充当する。 
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議案第４６号 岩井辺地に係る総合整備計画の策定について 

議案第４７号 桧原辺地に係る総合整備計画の策定について 

 

【理由】 

 議案第４５号に同じ 

 

【内容】 

 令和３年度に実施する町道新大杉谷線側溝蓋設置工事で、岩井辺地６００万

円、桧原辺地５０万円の事業費の財源に、全額辺地対策事業債を充当する。 

 

 

 

議案第４８号 大台町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

 

【改正理由】 

 町の第三セクターの今後のあり方を検討することを目的に、有識者や町民の皆

様で構成する大台町第三セクターのあり方検討委員会を設置するため。 

 

【改正内容】 

 条例第２条別表第１に次のように加える。 

名称 区分 報酬 備考 

大台町第三セクターのあり方検討委員会

委員 
日 5,000円 

特別委員について

は、20,000円以内

で町長が定める額 

 

【施行期日】 

 公布の日 
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議案第４９号 大台町手数料条例の一部改正について 

 

【改正理由】 

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和３年

５月１９日に公布され、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律」の一部改正が令和３年９月１日に施行されることに伴い町

条例を改正する。 

 

【改正内容】 

 個人番号カードの発行に関し地方公共団体情報システム機構が手数料を徴収す

ることが規定されたことに伴い、別表第１中、個人番号カードの再交付の項を削

除する。 

 

【施行期日】 

 令和３年９月１日 

 

 

 

議案第５０号 三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加

及び三重県市町公平委員会共同設置規約の変更に関する協議について 

 

【理由】 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、

三重県市町公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び三重県市町公

平委員会共同設置規約の変更に関する協議を関係地方公共団体と協議するため、

同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定に基づき議会

の議決を求めるもの。 

 

【内容】 

 令和３年９月１日から、桑名広域清掃事業組合ならびに東紀州環境施設組合を

三重県市町公平委員会に加入させるため。 
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議案第５１号 字の区域の変更について 

 

【理由】 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、字の

区域の変更をすることについて、議会の議決を求めるもの。 

 

【内容】 

 本件は、栃原１６８６番地１１の官民境界を確定する立ち合いを行ったとこ

ろ、登記に基づく境界が民地を占有しており、現状の利用形態に齟齬があること

が判明したため、次のとおり字の区域を変更するもの。 

 

字の区域の変更調書 

変更前 変更後 

大字 字 地番 大字 字 

新田 中屋敷 

８３８番４ 

８３８番５ 

８３８番６ 

栃原 黒ケ谷 

 

 

 

議案第５２号 令和３年度大台町一般会計補正予算（第２号） 

 

別冊「令和３年度補正予算説明資料（第２回定例会）」をご参照ください。 


